様式第３号（第９条関係）

色麻町地域活性化住宅賃貸借契約書

色麻町長　　　　　(以下「甲」という。)と　　　　　　　(以下「乙」という。)とは地域活性化住宅(以下「住宅」という。)の賃貸借に関し、次のとおり契約する。

　(履行義務)

第1条　甲及び乙は、甲の定める色麻町地域活性化住宅条例（以下「条例」という。）及び色麻町地域活性化住宅条例施行規則（以下「規則」という。）に従い、誠実にこの契約を履行するものとする。

　(住宅の表示)

第2条　住宅の名称、家賃及び敷金は次のとおりとする。

①　住宅の名称　　　
　②　家賃　　色麻町地域活性化住宅条例による
③　敷金　　色麻町地域活性化住宅条例による

　(契約期間)
第3条　契約期間は、　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日までの１年とする。ただし、契約期間満了1月前までに甲乙双方からなんら意思表示がない場合は、契約満了の翌日からさらに1年契約は更新されたものとし、毎契約期間の更新はこの方法によるものとする。

　(家賃)

第4条　乙は、家賃を甲の請求に基づき毎月末日(末日が色麻町の休日を定める条例に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)までにその月分を納入するものとする。ただし、月の途中で退去した場合、又は入居した場合は、町長が指定する日までに、その月分を納入するものとする。

　(敷金)

第5条　乙は、甲の発行する納入通知書により３月分の家賃に相当する金額を甲の指定する日までに納入しなければならない。

2　前項の敷金は、乙が住宅を退去したとき無利息でこれを還付する。ただし、家賃滞納その他の債務の不履行があったときは、敷金のうちからこれを控除する。

　(修繕及び費用負担)

第6条　住宅の構造上重要でない部分(畳の表替え、障子・ふすまの張替え、給水栓・点滅器の取替え等)の修繕については、乙が実施し、その費用を負担するものとする。

2　乙の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、乙は住宅の所有者の指示に従い修繕し、その費用を負担するものとする。

　(入居者の費用負担義務)

第7条　次に掲げる費用は、乙の負担とする。

　(1)　電気、上下水道の使用料

　(2)　その他、甲が乙に負担させることが適当であると認めたもの

　(模様替え等の禁止)

第8条　乙は住宅の模様替え又は増改築をしてはならない。

　(退去の届出等)

第9条　乙は、住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに甲に届け出て、甲の指定する者の検査を受けるものとする。

2　乙は、住宅を明け渡す場合、通常の使用により生じた損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

　(明渡し請求等)

第10条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対して入居決定の取消し、又は住宅の明渡しを請求することができるものとする。

　(1)　入居資格を有しなくなっとき

　(2)　不正の行為によって入居したとき

　(3)　条例第10条、第12条から第17条、第20条から第25条及び第27条の規定に違反したとき

　(4)　故意に住宅を損傷したとき

　(5)　家賃を3ヶ月以上滞納したとき
　(6)　暴力団員であることが判明したとき（同居者が該当する場合を含む）
　(7)　その他甲が住宅の管理上特に必要があると認めたとき
2　乙は前項の規定に基づき明渡しの請求を受けたときは、速やかに住宅を明け渡すこととする。この場合において乙は、請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃の2倍に相当する額の賠償金を納付しなければならない。

　(補則)

第11条　この契約書に定めのない事項については、条例及び規則に基づき、甲乙協議して定める。

　この契約を締結した証として、本書4通を作成し、甲乙記名押印して、各自1通を保有するものとする。

　　　　　　年　　月　　日

甲　　　　　色麻町長　

乙　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　印　　

連帯保証人　住所　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　印　　

連帯保証人　住所　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　印
